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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１１月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年２月２７日 １０時００分ごろ～１３時４０分ごろの間）

発生場所 不明（京都府京丹後市浅茂川漁港沖） 

事故調査の経過 平成２３年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 福 隆
ふくりゅう

丸、３.０トン 

 ＫＴ３－９０８６（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.１９ｍ（Lr）×２.５３ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６３年６月２６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月１６日 

  免許証交付日 平成２１年３月２６日 

         （平成２６年９月３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年２月２７日浅茂川漁港沖に

おいて、錨泊しながら一本釣り漁を行い、１０時００分ごろ、操舵室左舷

側側壁に設置されたウインチローラー（以下「ローラー」という。）を使

用して錨の引揚げ作業を行っているところを僚船の船長に目撃された。 

 漁を終えて帰港途中の僚船の船長は、本船が移動しないので不審に思

い、１３時４０分ごろ浅茂川港東第２防波堤灯台から真方位３４９°４.

２海里付近において、本船に移乗したところ、船長がローラーの後方でう

つ伏せで倒れているところを認め、既に息をしておらず、体が硬くなって

いたので所属の漁業協同組合を通じて海上保安庁に救助を要請した。 

 船長は、病院に搬送され、１５時３５分ごろ死亡が確認された。死因は

胸部打撲骨折による窒息死と検案された。また、左腕の３か所が骨折して

いた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本船は、左舷側通路の船首端に錨巻き揚げ用のスロープがあり、船長

は、ふだん、スロープの先端に錨ロープを通し、そのロープを操舵室左舷

側のローラーに上から下に３回ほど巻いて船首方向に伸ばし、ローラーを

運転して巻き上げ、船首甲板上に輪を作りながら錨ロープを収容してい



- 2 - 

 た。 

船長は、本事故当時、上下の雨具を着て青色のゴム手袋を着用してお

り、左手の手袋が長く伸びて溶けていた。 

錨ロープは、エースロープＬと称する、直径約１７mmの化学繊維製のも

のであった。 

錨ロープは、切れて切断部付近が焦げたようになっており、切断部から

少し離れたところに船長が着用していた手袋の青色が付着し、その先のチ

ェーン及び錨は船上にはなかった。 

船長は、漁師としての経験は６０年以上であり、５～６年前からは週に

４日ぐらい出漁し、０９時ごろ出港して１２時～２０時ごろに帰港してお

り、腰痛があった。 

本船は、発見時、主機とローラーが運転されていた。 

ローラーの発停スイッチは、操舵室前部左舷側壁面にあった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、胸部打撲骨折による窒息死であ

った。 

 本船は、浅茂川漁港沖において、１０時００分

ごろ、錨の引揚げ作業を行っているところを僚船

船長に目撃され、１３時４０分ごろ、帰港途中の

僚船船長が、本船の様子を不審に思い、本船に移

乗し、船長が倒れているところを発見したものと

考えられる。 

 本船は、発見時、主機とローラーが運転状態で

あり、錨索の切断部付近には船長が着用していた

左手の手袋の青色が付着し、また、船長の左腕が

３か所骨折していたことから、船長は、前記の時

刻の間において、揚錨作業中、ローラーと錨索の

間に左手を巻き込まれ、胸部打撲骨折によって窒

息死したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、浅茂川漁港沖において揚錨作業中、船長が、左手を

ローラーと錨索の間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 

 

 




